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取引適正化に向けた施策ツール

①下請代金法(規制法。下請代金の減額、支払遅延等を禁止。立入検査、改善指導、公取委への措置請求等を実施。)

②下請振興法(望ましい取引のあり方（振興基準）を策定・公表し、親事業者等に指導・助言等を実施。)

③特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランスに業務委託する事業者に対する規制法。取引関係のほか、労働

環境整備についても。来年秋頃施行予定。)

１）法律の厳正な執行

２）実態把握・相談対応

①下請Gメン（R4:248名→R5:300名）によるヒアリング（年間約１万件→年間約1万２千件）

②知財Gメンによるヒアリング

③全国47都道府県の下請かけこみ寺による相談対応（年間約10,000件）

①業種別ガイドライン（20業種）自主行動計画（25業種・59団体）

②価格交渉促進月間(9月､3月）

③取引先との共存共栄を発注側企業の経営者が宣言するパートナーシップ構築宣言(35,000社超)

３）業界への働きかけ

• 原材料価格やエネルギーコスト、労務費等のコストが上昇する中、コスト増を下請中小企業だけで
なくサプライチェーン全体で負担し、中小企業においても賃上げできる環境を整備するためにも、適
切な価格転嫁をはじめ取引適正化の実現が不可欠。

• このため、中小企業庁として、厳正な法執行や実態把握、業界への働きかけなど施策ツールの拡充
を図りつつ、公正取引委員会を始めとする関係省庁と連携の上、取引適正化を強力に進めていく。
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＜9月の価格交渉促進月間ポスター＞

＜西村経産大臣による呼びかけ動画＞※23年9月

＜岸田総理による呼びかけ動画＞※22年9月

https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/discourse/20220829message.html

https://www.youtube.com/watch?v=c4geBKwpI7o&t=20s

⚫ サプライチェーン全体で適切に利益を共有し、雇用の約７割を支える中小企業の賃上げを実現するためにも、
下請中小企業が負担するコストの適切な価格転嫁が必要不可欠。

⚫ 労務費や原材料費等の上昇の、適切な価格転嫁を促すため、毎年９月と３月を「価格交渉促進月間」として
設定。 2021年9月、2022年３月、同年9月、2023年3月、同年９月と、計５回実施。

⚫ 価格交渉促進月間(９月)の開始にあたり、西村経産大臣より価格転嫁・価格交渉を動画で呼びかけ。また、
約1700の業界団体へ経産大臣名の周知文書を送付。

価格交渉促進月間について
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• 今回は、中小企業に「賃上げ率」も照会しており、価格転嫁（転嫁率）と賃上げとの関係を整理。

• 価格転嫁できている割合が高くなるほど、賃上げ率も高くなる傾向。なお、「価格転嫁できなかったにも拘わらず、
5％以上の賃上げを実施した企業」もあれば、「９～１０割の転嫁できても、賃上げしない企業」もあり。

（注）１．①価格転嫁率：直近6ヶ月のコスト全般の上昇分のうち、何割を価格に転嫁できたかという質問に対する回答。但し、 「価格改定の必要性なし」とした回答は、計算から除外。
②賃上げ率 ：直近6ヶ月以内に実施した、ないし、今後予定している賃上げ幅（定期昇給、ベースアップ、一時金等全てを含む）について回答があったもののみを集計。

２．上記グラフの作成に係る回答数は、13,994件。

価格転嫁率と賃上げ率との関係

賃
上
げ
率
（
％
）

価格転嫁率（％）

2023年3月のフォローアップ調査結果
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「パートナーシップ構築宣言」とは

• 「パートナーシップ構築宣言」は、事業者が、サプライチェーン全体の付加価値向上、大企業と中小企
業の共存共栄を目指し、「発注者」側の立場から、「代表権のある者の名前」で宣言するもの。

（１）サプライチェーン全体の共存共栄と新たな連携（オープンイノベーション、IT実装、グリーン化等）
（２）下請企業との望ましい取引慣行（「振興基準」）の遵守、特に、取引適正化の重点5分野

（①価格決定方法、②型管理の適正化、③現金払の原則の徹底、④知財・ノウハウの保護、⑤働き方改革に
伴うしわ寄せ防止）

• 「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」（2020年5月）において、導入を決定。

✓ 【共同議長】経産大臣、内閣府特命担当大臣（経済財政政策）

【構成員】厚労大臣、農水大臣、国交大臣、内閣官房副長官（政務）、経団連、日商、連合

２．未来を拓くパートナーシップ構築推進会議

親会社・発注者下請け・受注者

宣言！

価格転嫁の要望等

1. 宣言のイメージ

労務費・原料価格の上昇等

望ましい取引慣行

製造業だけでなく、多様な業種に宣言
いただけるものです。
部品製造委託等に限らず、社内のIT
システム運用や清掃・メンテナンス業
務委託、備品調達等も含めた、幅広
い委託・調達の場面が想定されます。

✓ 第1回は2020年5月、第2回は2020年11月、第3回は2022年2月、第４回は2022年10月11日に開催。
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